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ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
岡
田
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
、「
平
泉
藤
原
氏
と
京
都
・
鎌
倉
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
具
体
的
に
は
①
「
都
市
「
平
泉
」（
柳
之
御
所
遺
跡
）
の
変
遷
を
読
み
解
く
～
奥
羽
・
平
泉
藤
原
氏
と
京
都
の
関
係
性
」、

②
「
出
土
資
料
「
折
敷
墨
書
（
下
賜
給
絹
日
記
）」
を
読
み
解
く
～
平
泉
藤
原
氏
の
領
域
支
配
と
鎌
倉
・
源
頼
朝
」
に
分
け
た
い
と
思

い
ま
す
。

藤
原
氏
が
平
泉
に
本
拠
を
構
え
る
の
は
、『
吾
妻
鏡
』
一
〇
八
九
（
文
治
五
）
年
九
月
二
十
三
日
条
に
（
清
衡
は
）
継
父
武
貞
が
亡

く
な
っ
た
後
、
奥
六
郡
を
伝
領
し
、
去
る
康
保
年
中
、
江
刺
郡
豊
田
館
を
岩
井
郡
平
泉
に
移
し
て
宿
館
と
し
、
三
十
三
年
を
経
て
亡
く

な
っ
た
と
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
康
保
年
中
（
九
六
四
～
六
八
）
は
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
も
の
の
、
嘉
保
（
一
〇
九
四
～
九
六
）
あ

る
い
は
康
和
（
一
〇
九
九
～
一
一
〇
三
年
）
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
一
八
九
（
文
治
五
）
年
九
月
、
源
頼
朝
に
よ
っ
て
四

代
藤
原
泰
衡
が
滅
ぼ
さ
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
わ
ず
か
九
十
年
が
東
北
の
歴
史
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
藤
原
氏
の
時
代
で
あ
り
、
と
き

宗
教
・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

平
泉
藤
原
氏
と
京
都
・
鎌
倉

岡

田

清

一
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に
「
平
泉
の
時
代
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
「
平
泉
」
研
究
は
、
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
柳
之
御
所
」
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
大
き
な
き
っ
か
け
と
な

り
ま
し
た
。
多
く
の
遺
構
・
遺
物
が
確
認
さ
れ
る
と
同
遺
跡
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
、
保
存
運
動
が
展
開
さ
れ
る
な
か
で
、
一
九
九

一
（
平
成
二
）
年
七
月
に
は
遺
跡
の
埋
め
戻
し
が
決
定
、
実
施
さ
れ
、
一
九
九
七
年
三
月
、
同
遺
跡
は
「
柳
之
御
所
・
平
泉
遺
跡
群
」

と
し
て
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
な
お
、
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
六
月
、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
「
平
泉
─

仏
国
土
（
浄
土
）
を
表
す
建
築
・
庭
園
及
び
考
古
学
的
遺
跡
群
─
」
に
「
柳
之
御
所
遺
跡
」
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
、
都
市
「
平
泉
」（
柳
之
御
所
遺
跡
）
の
変
遷
を
読
み
解
く

（
一
）
平
泉
の
変
遷

平
泉
藤
原
氏
の
時
代
九
十
年
の
な
か
で
、「
平
泉
」
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

と
く
に
「
柳
之
御
所
」
遺
跡
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、

　
　

①
十
二
世
紀
第
1
四
半
期
～
第
2
四
半
期
（
一
一
〇
〇
年
前
後
～
一
一
四
〇
年
代
）

　
　

②
十
二
世
紀
第
2
四
半
期
後
半
～
第
3
四
半
期
頃
（
一
一
四
〇
年
代
～
一
一
六
〇
年
代
）

　
　

③
十
二
世
紀
第
3
四
半
期
以
降
～
十
二
世
紀
末
（
一
一
七
〇
年
頃
～
一
一
八
九
年
）

と
大
き
く
三
時
期
に
区
分
さ
れ
、
ほ
ぼ
清
衡
・
基
衡
・
秀
衡
の
時
期
に
対
応
す
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
各
時
期

に
お
け
る
特
徴
は
、
平
泉
藤
原
氏
三
代
の
実
態
と
関
連
あ
る
い
は
反
映
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
三
区
分
さ
れ
た
同
遺
跡
を
中
心
と
し
た
「
都
市
平
泉
」
に
つ
い
て
、
本
日
は
前
川
佳
代
さ
ん
の
復
元
図
（「
平
泉
の
都
市
プ
ラ
ン
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─
変
遷
と
史
的
意
義
─
」『
寧
楽
史
苑
』
四
五
・
二
〇
〇
〇
）
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
を
も
と
に
し
た
近
年
の
成

果
を
加
味
し
て
、
そ
の
特
徴
等
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
柳
之
御
所
」
遺
跡
の
特
徴
は
、
東
に
北
上
川
が
南
流
し
、
北
・
西
か
ら
南
に
か
け
て
大
き
な
堀
が
巡
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
当
初
は
、
遺
跡
北
西
側
に
大
き
な
溝
が
築
か
れ
、
そ
の
内
側
に
四
十
メ
ー
ト
ル
四
方
の
約
千
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
が
中
心
域
を

な
し
、
大
型
建
物
な
ど
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
遺
構
密
度
は
薄
い
こ
と
、
遺
物
の
出
土
量
も
少
な
く
、「
か
わ
ら
け
」

も
轆
轤
使
用
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
後
、
溝
は
埋
め
戻
さ
れ
、
遺
跡
を
囲
む
よ
う
に
幅
五
～
八
メ
ー
ト
ル
の
堀
が
構
築
さ
れ
た
と
の
指

摘
も
あ
り
ま
す
（
櫻
井
友
梓
「
造
営
期
の
柳
之
御
所
遺
跡
─
平
泉
に
お
け
る
政
治
拠
点
造
営
の
検
討
（
1
）
─
」『
岩
手
大
学
平
泉
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

年
報
』
一
〇
・
二
〇
二
二
）。

こ
の
堀
に
囲
ま
れ
た
内
部
が
、
の
ち
に
「
平
泉
館
」
と
呼
ば
れ
る
藤
原
氏
の
中
心
施
設
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
遺
跡
か
ら
は

十
二
世
紀
初
頭
の
「
か
わ
ら
け
」
が
た
く
さ
ん
出
土
し
て
お
り
、
柳
之
御
所
は
十
二
世
紀
初
頭
、
す
な
わ
ち
清
衡
の
時
代
に
構
築
さ
れ

た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

柳
之
御
所
の
近
く
「
金
鶏
山
」
麓
に
花
立
遺
跡
（
花
立
廃
寺
）
か
ら
大
量
に
出
土
し
た
瓦
も
十
二
世
紀
第
1
四
半
期
の
も
の
、
要
す

る
に
一
二
三
〇
年
以
前
と
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
十
二
世
紀
の
四
面
庇
の
大
型
建
物
遺
構
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
窯
跡
か
ら
は
、

十
二
世
紀
第
1
四
半
期
の
渥
美
系
陶
器
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
一
九
八
三
年
に
は
、
宮
城
県
石
巻
市
の
北
上
川
河
口
に
残
る
水
沼
窯
か
ら
十
二
世
紀
第
1
四
半
期
と
考
え
ら
れ
る
渥
美
系
の

三
筋
袈
裟
襷
文
壺
や
甕
、
擂
鉢
、
椀
が
出
土
し
て
い
ま
す
（『
水
沼
窯
跡
発
掘
調
査
報
告
』
一
九
八
四
）。
そ
の
水
沼
窯
製
品
が
平
泉
で
も
確
認

さ
れ
て
お
り
、
北
上
川
を
往
来
す
る
舟
運
の
存
在
も
推
測
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
、
平
泉
遺
跡
群
か
ら
は
、
渥
美
系
あ
る
い
は
常
滑
系
の

大
型
甕
が
た
く
さ
ん
確
認
さ
れ
て
お
り
、
太
平
洋
岸
の
船
を
用
い
た
搬
送
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
と
い
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
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と
こ
ろ
で
、
前
川
さ
ん
は
、
清
衡
が
古
代
衣
川
関
で
あ
っ
た
要
害
な
地
に
居
を
構
え
、
中
尊
寺
を
建
立
し
て
柳
之
御
所
遺
跡
周
辺
を

開
発
の
対
象
と
し
た
と
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
清
衡
が
平
泉
に
移
っ
た
（
一
〇
九
九
な
い
し
一
〇
九
五
）
後
、
最
初
院
多
宝
寺
（
中
尊

寺
）
が
建
立
さ
れ
た
の
が
一
一
〇
五
（
長
治
二
）
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
羽
柴
直
人
さ
ん
が
指
摘
す
る
よ
う
に
居
館
（
柳
之

御
所
）
造
営
後
、そ
の
正
面
に
金
色
堂
が
造
ら
れ
た
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
（「
都
市
平
泉
の
成
立
と
展
開
」『
平
泉
を
掘
る
』
二
〇
二
〇
・

吉
川
弘
文
館
）。

清衡期の平泉推定図　＊前川（2000）から転載
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（
二
）
清
衡
と
中
尊
寺

な
お
、
清
衡
に
つ
い
て
『
尊
卑
文
脈
』」
に
は
「
陸
奥
国
押
領
使
・
奥
御
館
と
称
さ
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、
一
〇
九
一
（
寛

治
五
）
年
、
清
衡
が
関
白
藤
原
師
実
に
馬
二
匹
を
献
上
し
た
際
、「
後
二
条
師
通
記
」（
師
実
の
子
師
通
の
日
記
）
に
は
「
陸
奥
住
人
清

衡
」
と
あ
り
、
あ
る
い
は
「
紺
紙
金
銀
字
交
書
一
切
経
」（
一
一
一
七
〔
永
久
五
〕
年
）
の
奥
書
に
は
「
大
檀
那
散
位
藤
原
清
衡
」、
中

尊
寺
が
完
成
し
た
と
き
の
供
養
願
文
（
一
一
二
六
〔
大
治
元
〕
年
）
に
も
、「
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
清
衡
」
と
あ
る
の
み
で
、
恐
ら
く

無
官
だ
っ
た
（
散
位
）
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
但
し
、
死
亡
記
事
が
『
中
右
記
』
に
記
載
さ
れ
る
な
ど
、
京
都
朝
廷
内
に
そ
の
存
在
は

熟
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
す
。

そ
う
し
た
立
場
の
清
衡
と
、京
都
朝
廷
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
良
好
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、『
中
右
記
』
一
〇
九
二
（
寛
治
六
）

年
六
月
三
日
条
に
は
、
陸
奥
守
藤
原
基
家
が
「
清
衡
が
合
戦
を
企
て
て
い
る
」
と
朝
廷
に
報
告
し
た
こ
と
を
載
せ
、
翌
年
に
は
平
師
妙

が
出
羽
国
司
（
藤
原
信
明
）
を
襲
撃
す
る
事
件
が
起
き
て
お
り
、
奥
羽
で
は
在
地
勢
力
と
朝
廷
、
国
衙
と
の
あ
い
だ
に
何
ら
か
の
緊
張

関
係
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。『
中
右
記
』
一
〇
九
六
（
永
長
）
元
年
十
二
月
十
五
日
条
に
「
朝
廷
の
蔵
人
所
の
砂
金

が
非
常
に
不
足
し
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
恐
ら
く
、
清
衡
と
陸
奥
守
と
の
対
立
関
係
が
前
提
と
な
っ
て
陸
奥
守
は
砂
金
を
朝
廷
に

納
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
後
世
の
史
料
で
す
が
『「
古
事
談
』
に
は
、「『
清
衡
は
王
地
を
押
領

す
る
謀
反
人
」
と
、
大
納
言
源
俊
明
が
言
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
払
拭
す
る
た
め
、
清
衡
は
摂
関
家
や
院
に
近
付

い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

清
衡
の
摂
関
家
へ
の
貢
馬
は
、
平
泉
に
移
る
前
の
一
〇
九
一
（
寛
治
五
）
年
が
最
初
で
す
。
そ
れ
以
前
、「
奥
州
後
三
年
記
」
に
よ

れ
ば
、
後
三
年
合
戦
で
源
義
家
が
陸
奥
守
と
し
て
下
向
し
た
と
き
、
清
原
真
衡
は
義
家
を
三
日
間
に
わ
た
っ
て
饗
応
し
、
立
派
な
馬
を

毎
日
五
十
匹
の
ほ
か
、
多
く
の
砂
金
や
ワ
シ
の
羽
根
、
ア
ザ
ラ
シ
、
絹
布
の
類
い
を
贈
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
う
し
た
北
方
の
産
物
を
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入
手
で
き
る
交
易
シ
ス
テ
ム
は
、
清
原
氏
の
時
代
、
あ
る
い
は
安
倍
氏
の
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
機
能
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
清
衡

は
安
倍
氏
や
清
原
氏
の
北
方
交
易
シ
ス
テ
ム
を
継
承
し
、
砂
金
や
ア
ザ
ラ
シ
を
手
に
入
れ
た
の
で
す
。

お
そ
ら
く
、
清
衡
の
祖
父
（
母
方
）
安
倍
頼
時
は
「
奥
六
箇
郡
の
司
」（『
陸
奥
話
記
』）、
さ
ら
に
母
が
再
嫁
し
た
清
原
武
貞
は
「
山

北
三
郡
俘
囚
主
」
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
安
倍
・
清
原
両
氏
が
滅
亡
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
立
場
は
清
衡
に
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
北
方
交
易
の
シ
ス
テ
ム
も
当
然
含
ま
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
ま
す
。

『
中
右
記
』
一
一
二
〇
（
保
安
元
）
年
六
月
十
七
日
条
に
は
「『
摂
関
家
（
藤
原
）
忠
実
の
御
厩
舎
人
兼
友
と
越
後
国
小
泉
庄
の
前
定

使
兼
元
の
二
人
が
、
清
衡
の
砂
金
や
馬
、
檀
紙
を
奪
っ
た
』
と
清
衡
の
使
者
が
訴
え
た
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
清
衡
は
馬
だ
け
で

は
な
く
、砂
金
や
檀
紙
も
贈
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。「
清
衡
が
摂
関
家
に
馬
を
貢
い
だ
」
と
い
う
史
料
か
ら
、「
馬
だ
け
」
と
思
っ

て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
砂
金
や
奥
羽
の
特
産
物
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
多
分
に
あ
る
と
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
奥
羽
ば
か
り
か
さ
ら
に
以
北
の
特
産
物
を
活
用
し
、
清
衡
は
摂
関
県
を
含
む
京
都
朝
廷
の
政
界
と
結
び
付
い
た
こ
と
は
確

実
で
す
。
そ
う
し
た
関
係
を
具
体
的
に
解
明
し
た
野
口
実
さ
ん
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
摂
関
家
は
寄
進
さ
れ
た
島
津
庄
を
支
配
し
て
私
貿

易
の
拠
点
と
し
、
夜
光
貝
や
檳
榔
な
ど
を
入
手
し
た
と
い
い
ま
す
（「
列
島
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
人
脈
」『
東
国
武
士
と
京
都
』
二
〇
一
五
・
同
成
社
、

「
法
住
寺
殿
と
小
松
家
の
武
将
た
ち
」
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
一
五
・
二
〇
〇
二
）。
周
知
の
よ
う
に
、
夜
光
貝
は
、
中

尊
寺
金
色
堂
に
大
量
に
使
用
さ
れ
た
螺
鈿
細
工
の
原
材
料
と
も
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
建
築
資
材
の
一
部
が
摂
関
家
を
介
し
て
平
泉

に
も
た
ら
さ
れ
た
と
理
解
で
き
ま
す
。
そ
の
見
返
り
と
し
て
砂
金
を
入
手
し
た
摂
関
家
は
、
こ
れ
を
対
外
交
易
に
用
い
た
と
の
指
摘
も

あ
り
ま
す
、

な
お
、
大
量
の
夜
光
貝
か
ら
螺
鈿
に
用
い
る
部
分
を
削
り
出
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
作
業
は
ど
こ
で
行
わ
れ
た
の
か
は
解
明
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
平
泉
周
辺
に
そ
の
痕
跡
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
高
度
な
技
術
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
京
都
周
辺
で
加
工
さ
れ
、
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平
泉
に
搬
送
さ
れ
た
も
の
と
も
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
南
島
の
檳
榔
や
赤
木
は
、
必
ず
し
も
島
津
庄
だ
け
で
は
な
く
、
大
宰
府
や
肥
前
国
府
な
ど
か
ら
も
京
都
に
搬
送
さ
れ
た
こ
と

が
『
中
右
記
』
に
散
見
さ
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
多
様
な
ル
ー
ト
で
南
島
の
産
物
が
摂
関
家
ば
か
り
か
多
く
の
有
力
貴
族
の
も
と
に
も

た
ら
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

（
三
）
基
衡･

秀
衡
と
平
泉

清
衡
に
つ
い
て
は
中
尊
寺
ば
か
り
が
特
筆
さ
れ
、「
柳
之
御
所
」
や
「
花
館
」
周
辺
と
の
関
連
は
考
え
ら
れ
て
も
、
平
泉
と
い
う
「
都

市
」
と
の
関
わ
り
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
、
多
く
の
識
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
基
衡
に
よ
っ
て
平
泉
は
都
市
と
し

て
発
展
し
た
と
理
解
で
き
ま
す
。

基
衡
の
時
代
に
な
る
と
、
平
泉
の
西
方
、
金
鶏
山
南
の
志
羅
山
地
区
に
毛
越
寺
が
建
立
さ
れ
、
そ
の
南
に
は
東
西
の
道
路
と
そ
れ
に

直
交
す
る
南
北
の
道
が
整
備
さ
れ
（
方
形
区
画
の
整
備
）、
の
ち
に
観
自
在
王
院
も
配
置
さ
れ
る
よ
う
な
町
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
す
。

丈
尺
制
を
導
入
し
、
京
・
白
河
に
類
似
し
た
都
市
と
い
う
観
念
が
導
入
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
（
前
川
前
掲
「
平
泉
の
都
市
プ
ラ
ン
」）。

毛
越
寺
の
建
立
に
つ
い
て
も
同
時
代
史
料
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、『
吾
妻
鏡
』
一
一
八
九
（
文
治
五
）
年
条
に
載
る
「
寺
塔
已
下
注
文
」

は
貴
重
で
、堂
塔
四
十
余
宇
、禅
房
五
百
余
宇
か
ら
な
る
大
伽
藍
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
創
建
時
期
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
寺

塔
已
下
注
文
」
に
は
「
関
白
忠
通
が
額
を
認
め
、
参
議
教
長
が
色
紙
形
を
書
い
た
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
楽
所
補
任
」
に
は
、
左

近
府
生
の
三
宅
則
友
に
つ
い
て
一
一
四
七
（
久
安
三
）
年
五
月
ご
ろ
陸
奥
に
下
向
し
、
未
だ
帰
っ
て
な
い
と
あ
り
、
さ
ら
に
右
近
府
生

の
狛
成
正
は
、
一
一
四
四
（
天
養
元
）
年
四
月
ご
ろ
陸
奥
に
下
向
し
、
一
一
四
八
（
久
安
四
）
年
に
帰
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
（
入
間
田

宣
夫
『
藤
原
秀
衡
』
二
〇
一
六
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）。
毛
越
寺
が
建
立
さ
れ
た
際
に
は
落
慶
供
養
会
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
す
が
、
こ
の
二
人
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は
そ
う
し
た
法
会
に
関
与
し
た
の
で
し
ょ
う
。
と
く
に
狛
成
正
は
一
一
四
八
年
に
帰
洛
し
た
の
は
法
会
が
終
わ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
一

一
四
七
年
に
は
三
宅
則
友
が
陸
奥
に
下
向
し
て
い
ま
す
か
ら
、
同
年
あ
る
い
は
一
一
四
八
年
頃
に
落
慶
供
養
会
が
行
わ
れ
た
と
も
理
解

で
き
、
毛
越
寺
の
建
立
期
間
も
そ
の
頃
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

毛
越
寺
の
伽
藍
配
置
な
ど
か
ら
、「
法
成
寺
や
法
勝
寺
の
プ
ラ
ン
」（
前
川
佳
代
「
庭
園
文
化
に
み
る
京
都
と
平
泉
」
京
都
女
子
大
学
宗
教
・

文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
三
一
・
二
〇
一
八
／
杉
本
宏
「
京
都
の
瓦
・
平
泉
の
瓦
」『
瓦
か
ら
見
た
平
泉
文
化
』
二
〇
〇
〇
・
平
泉
町
教
育
委
員
会
）
と
か
、

「
御
室
地
域
の
仁
和
寺
の
プ
ラ
ン
」（
前
川
前
掲
「
庭
園
文
化
に
み
る
京
都
と
平
泉
」）
が
応
用
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
仁
和
寺
の
周

辺
に
存
在
し
た
円
宗
寺
、
円
教
寺
、
円
乗
寺
、
円
融
寺
と
い
う
、「
円
」
の
名
が
付
く
寺
の
存
在
か
ら
、
毛
越
寺
＝
「
円
隆
寺
」
と
い

基衡期の「平泉」
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う
名
称
が
生
ま
れ
た
可
能
性
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

基
衡
時
代
の
後
半
に
な
る
と
、
都
市
域
が
さ
ら
に
広
が
り
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
は
一
一
四
三
（
康
治
二
）
年
四
月
、
藤
原
基
成
が

陸
奥
守
兼
鎮
守
府
将
軍
に
就
い
て
赴
任
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
（
羽
柴
前
掲
「
都
市
平
泉
の
成
立
と
展
開
」）。
後
に
、
基
成
の
娘
は
秀

衡
と
結
婚
し
泰
衡
が
誕
生
し
ま
す
。

秀
衡
の
時
代
、
平
泉
の
「
都
市
」
域
は
さ
ら
に
拡
大
し
、
充
実
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
最
大
の
で
き
ご
と
は
、
大
規
模
な
土
塁
に
囲

繞
さ
れ
た
無
量
光
院
が
建
立
さ
れ
、
柳
之
御
所
と
の
あ
い
だ
に
は
橋
が
架
け
ら
れ
、
さ
ら
に
北
上
川
に
向
か
う
橋
も
確
認
で
き
ま
す
。

北
上
川
の
水
運
を
考
慮
し
た
、
川
湊
へ
の
連
絡
路
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
政
治
・
儀
礼
の
場
と
し
て
の
「
平
泉
館
」、
秀
衡
の
居
所
「
伽
羅
御
所
」、
祈
り
の
場
と
し
て
の
御
堂
＝
無
量
光
院
と
い
う
三

点
セ
ッ
ト
が
整
備
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
京
都
に
お
け
る
後
白
河
院
の
拠
点
で
も
あ
る
法
住
寺
南
殿
（
政
庁
・
儀
礼
用
施
設
）、
上
御
所
・

下
御
所
・
新
御
所
（
居
住
施
設
）、
蓮
華
王
院
・
最
勝
光
院
＝
御
堂
（
信
仰
施
設
）
群
を
モ
デ
ル
に
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
川

本
重
雄
『
院
政
期
の
内
裏
・
大
内
裏
と
院
御
所
』
二
〇
〇
六
・
文
理
閣
／
羽
柴
「
平
泉
の
道
路
と
都
市
構
造
の
変
遷
」『
平
泉
の
世
界
』
二
〇
〇
二
・
高
志

書
院
）。
秀
衡
期
に
は
、
東
に
新
日
吉
社
、
南
に
祇
園
社
、
西
に
北
野
天
神
、
北
に
新
熊
野
社
と
い
う
四
方
鎮
守
が
置
か
れ
ま
す
が
、

後
白
河
院
に
よ
っ
て
新
日
吉
社
や
新
熊
野
社
が
勧
請
さ
れ
て
成
立
す
る
の
は
、
一
一
六
〇
（
永
暦
元
）
年
の
こ
と
で
す
。
秀
衡
期
の
平

泉
が
、
後
白
河
院
の
法
住
寺
殿
を
模
倣
し
た
と
の
指
摘
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
六
波
羅
地
区
を
模
倣
し
た
と
の
可
能
性
も
す
て
き
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
柳
之
御
所
か
ら
中
尊
寺
に
至
る
大
道
に
そ
っ
て
、

居
宅
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。『
吾
妻
鏡
』
は
秀
衡
の
長
男
国
衡
が
「
西
木
戸
太
郎
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
住
ん
で
い

た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
六
波
羅
地
区
に
平
清
盛
の
一
族
の
多
く
が
屋
敷
を
持
っ
て
集
住
し
て
お
り
（
泉
殿
・
池
殿
・
小
松

殿
）、
さ
ら
に
八
条
院
や
後
白
河
院
、
平
家
に
伺
候
す
る
手
工
業
者
の
集
住
す
る
七
条
町
が
、
六
波
羅
地
区
に
隣
接
し
て
い
る
と
い
う
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野
口
さ
ん
の
指
摘
は
、
北
上
川
と
い
う
水
運
を
有
す
る
柳
之
御
所
と
の
類
似
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
（「
京
都
七
条
町
の
中
世
的
展
開
」『
京
都

文
化
博
物
館
〈
仮
称
〉
研
究
紀
要
』
一
・
一
九
八
八
）。

二
．「
折
敷
墨
書
銘
（
下
賜
給
絹
日
記
）」
を
読
み
解
く

藤
原
氏
は
京
都
と
も
多
様
で
複
層
的
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
ま
さ
に
「
平
泉
の
時
代
」
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、そ
の
平
泉
は
頼
朝
に
よ
っ
て
あ
っ
け
な
く
滅
ぼ
さ
ま
す
。
そ
の
背
景
の
一
端
を
、「
折
敷
墨
書
銘（
下
賜
給
絹
日
記
）」

柳之御所遺跡　昭和63年12月（岡田撮影）

秀衡期の「平泉」
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か
ら
読
み
解
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
「
人
々
給
絹
日
記
」
と
読
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、
鍛
代
敏
雄
さ
ん
の
指
摘
の
よ

う
に
「
く
ハ
し
給
」
＝
「
下
賜
給
」
と
読
み
た
い
と
思
い
ま
す
（「
柳
之
御
所
遺
跡
出
土
の
折
敷
墨
書
を
読
み
直
す
」『
東
北
福
祉
大
学
芹
沢
銈
介

美
術
工
芸
館
年
報
』
一
〇
・
二
〇
一
九
）。

こ
の
墨
書
に
記
載
さ
れ
た
十
二
人
は
、
何
ら
か
の
「
宴
席
」
に
参
加
し
た
名
簿
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
こ
の
折

敷
は
、
一
一
五
八
年
＋
Ｘ
年
と
い
う
伐
採
時
期
が
年
輪
年
代
測
定
法
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
入
間
田
宣
夫
さ
ん
は
、
一
一
七

〇
（
嘉
応
二
）
年
、
秀
衡
が
鎮
守
府
将
軍
に
就
い
た
事
に
関
す
る
「
宴
」
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
（「
折
敷
墨
書
を
読
む
」『
奥
州

藤
原
氏
と
柳
之
御
所
跡
』
一
九
九
二
・
吉
川
弘
文
館
）。
そ
の
当
否
は
し
ば
ら
く
措
き
ま
す
が
、
こ
の
十
二
人
は
、「
殿
」
記
載
や
苗
字
の
有

無
に
よ
っ
て
、
ⅰ
名
前
＋
「
殿
」
付
の
①
②
③
⑪
⑫
、
ⅱ
苗
字
＋
「
殿
」
の
⑦
⑧
⑨
⑩
、
ⅲ
苗
字
の
み
の
④
⑤
⑥
に
三
区
分
さ
れ
、
後 墨書に記載された人々の席次

⇩

折敷墨書銘（下賜給絹日記）
八重樫忠郎氏（平泉世界遺産ガイダンスセンター長）提供
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述
し
ま
す
よ
う
に
、
ⅲ
が
藤
原
氏
の
郎
従
ク
ラ
ス
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
記
載
は
ⅰ
ⅱ
ⅲ
の
順
で
は
な
く
、
中
ご
ろ
に

ⅲ
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ⅲ
が
末
席
と
す
る
よ
う
な
席
次
を
想
定
す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
①
信
寿
太
郎
殿
、
②
小
次
郎
殿
、
③
四
郎
太
郎
殿
、
④
橘
藤
四
郎
、
⑤
橘
藤
五
、
⑥
瀬
川
次
郎
、
⑦
海
道
四
郎
殿
、
⑧

岩
崎
次
郎
殿
、
⑨
石
川
三
郎
殿
、
⑩
石
川
太
郎
殿
、
⑪
大
夫
小
大
夫
殿
、
⑫
大
夫
四
郎
殿
の
順
に
、
し
か
も
前
掲
図
の
よ
う
な
席
次
が

考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
な
お
、
⑫
は
抹
消
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
途
中
退
席
と
思
い
ま
す
。

問
題
は
、
ⅰ
～
ⅲ
の
人
び
と
が
一
堂
に
会
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
す
で
に
野
口
実
さ
ん
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
⑦
海
道
は
福
島
県

太
平
洋
岸
の
通
称
。
⑧
岩
崎
は
岩
崎
郡
（
い
わ
き
市
の
旧
郡
名
）、
⑨
⑩
石
川
は
石
川
庄
（
福
島
県
石
川
町
）
に
由
来
し
ま
す
。
ま
た
、
ⅲ

に
分
類
さ
れ
る
④
⑤
は
、『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
九
月
十
四
日
条
に
載
る
「
奥
州
住
人
の
豊
前
介
実
俊
・
弟
の
橘
藤
五
実
昌
」
と
あ
る

実
俊
・
実
昌
に
比
定
さ
れ
、
奥
羽
両
国
の
民
部
省
図
帳
や
大
田
文
な
ど
に
精
通
し
た
平
泉
藤
原
氏
の
事
務
系
官
僚
で
あ
り
ま
し
た
。
恐

ら
く
、
⑥
も
同
類
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
（「
平
安
期
に
お
け
る
奥
羽
諸
勢
力
と
鎮
守
府
将
軍
」『
古
代
世
界
の
諸
相
』
一
九
九
三
・
晃
洋
書
房
）。

で
は
、
こ
こ
か
ら
何
を
読
み
取
る
か
で
す
。
当
時
の
主
従
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
石
井
進
さ
ん
が
、
命
令
に
は
絶
対
的
に
服
す
る

代
々
仕
え
る
家け

人に
ん

と
、
去
就
向
背
の
権
利
を
有
し
、
ゆ
る
や
か
な
主
従
関
係
の
も
と
に
あ
っ
た
家か

礼れ
い

と
に
二
分
さ
れ
て
い
ま
す
（「
鎌
倉

幕
府
論
」『
岩
波
講
座
日
本
の
歴
史
5
』
一
九
七
五
）。

こ
れ
を
平
泉
藤
原
氏
に
当
て
は
め
ま
す
と
、『
吾
妻
鏡
』
に
「
郎
従
」
と
記
載
さ
れ
る
秋
田
致
文
・
由
利
八
郎
は
、
そ
れ
ぞ
れ
秋
田

県
域
の
秋
田
郡
・
由
利
郡
が
苗
字
の
地
と
思
わ
れ
、
河
田
次
郎
は
同
じ
く
比
内
郡
贄
柵
で
泰
衡
を
謀
殺
し
て
い
ま
す
か
ら
、
同
郡
が
根

拠
地
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
大
河
兼
任
は
「
河
北
・
大
潟
」
＝
現
在
の
男
鹿
半
島
を
根
拠
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
田
河
行
文
は
、
山
形
県

田
川
郡
（
鶴
岡
市
）
を
苗
字
の
地
と
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
信
夫
佐
藤
庄
司
（
信
夫
大
庄
司
季
春
）
は
、
福
島
県
信
夫
郡
（
福
島
市
）
を

苗
字
の
地
と
し
、『
十
訓
抄
』
に
「
代
々
伝
わ
れ
る
後
見
な
る
う
え
、
乳
子
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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以
上
の
人
び
と
は
、『
吾
妻
鏡
』
な
ど
に
「
泰
衡
の
郎
従
」
と
か
「
重
代
の
郎
従
」
と
記
さ
れ
、
平
泉
藤
原
氏
に
荷
担
し
て
討
死
し
、

あ
る
い
は
捕
縛
さ
れ
た
人
び
と
で
し
た
。
ま
た
、
進
攻
し
た
頼
朝
軍
と
、
石
那
坂
（
福
島
市
南
）
で
戦
っ
た
信
夫
佐
藤
庄
司
の
叔
父
河

辺
高
経
・
伊
賀
良
目
高
重
や
阿
津
賀
志
山
（
福
島
県
北
部
）
で
戦
っ
た
金
剛
別
当
秀
綱
・
下
須
房
太
郎
秀
方
、
さ
ら
に
栗
原
三
迫
（
宮
城

県
北
部
）
で
戦
っ
た
若
九
郎
大
夫
（
若
＝
岩
手
県
和
賀
郡
）・
余
平
六
な
ど
も
「
郎
従
」
と
考
え
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、「
下
賜
給
絹
日
記
」
に
も
載
っ
て
い
た
石
川
太
郎
、
石
川
三
郎
を
含
む
石
川
氏
は
、
平
泉
方
に
付
い
て
頼
朝
に
殺
害
さ

れ
た
一
族
と
、
頼
朝
方
に
付
い
て
御
家
人
と
し
て
存
続
す
る
一
族
と
に
去
就
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
下
賜
給
絹
日
記
」
に
載

る
「
石
埼
次
郎
殿
」
＝
岩
崎
氏
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
同
族
岩
城
氏
と
と
も
に
頼
朝
勢
の
先
駆
け
と
し
て
平
泉
を
攻
撃
す
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
（『
吾
妻
鏡
』）。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
下
賜
給
絹
日
記
」
に
載
っ
た
「
殿
＋
苗
字
」
の
人
び
と
は
、
必
ず

し
も
藤
原
氏
に
同
調
し
て
頼
朝
軍
と
対
峙
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
頼
朝
方
に
同
調
し
て
平
泉
攻
撃
に
荷
担
し
た
と

い
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
下
賜
給
絹
日
記
」
に
は
必
ず
し
も
藤
原
氏
の
支
配
に
組
み
込
ま
れ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
人
び
と
が
載
っ
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、「
郎
従
」
と
記
さ
れ
た
被
官
の
多
く
は
東
北
地
方
の
北
部
に
片
寄
っ
て
お
り
、
南
部
の
信
夫
佐
藤
氏
の

よ
う
な
存
在
は
極
め
て
少
な
い
、
あ
る
い
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
岡
田
清
一
「
奥
州
藤
原
氏
の
奥

羽
支
配
」『
政
治
経
済
史
学
』
三
四
八
・
一
九
九
五
、『
鎌
倉
幕
府
と
東
国
』
続
群
書
類
従
完
成
会
・
二
〇
〇
六
）。

と
こ
ろ
で
、
考
古
学
上
で
は
、
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
、
輸
入
磁
器
、
国
産
陶
器
と
い
う
三
点
（
平
泉
セ
ッ
ト
）
が
確
認
さ
れ
る
遺
跡

は
、
平
泉
（
藤
原
氏
）
と
の
関
係
が
強
い
と
こ
ろ
と
い
わ
れ
ま
す
。
現
在
、
平
泉
は
当
然
と
し
て
も
、「
平
泉
セ
ッ
ト
」
が
確
認
さ
れ

た
遺
跡
の
多
く
は
北
東
北
に
位
置
し
、
南
東
北
で
は
福
島
県
の
白
水
阿
弥
陀
堂
境
域
を
例
外
と
し
て
、
宮
城
県
丸
森
町
の
大
古
町
遺
跡

お
よ
び
多
賀
城
跡
が
確
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
（
八
重
樫
忠
郎
「
平
泉
藤
原
氏
の
支
配
領
域
」『
平
泉
の
世
界
』
二
〇
〇
二
・
高
志
書
院
、『
平
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泉
の
考
古
学
』
二
〇
一
九
・
高
志
書
院
）。

近
年
、
岩
手
県
宮
古
市
の
田
鎖
車
堂
前
遺
跡
お
よ
び
釜
石
市
の
川
原
遺
跡
か
ら
も
「
平
泉
セ
ッ
ト
」
が
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
そ
れ
で
も
限
定
的
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
平
泉
藤
原
氏
の
奥
羽
支
配
は
交
通
の
要
衝
を
掌
握
し
て
い
る
と
は
い
え
、

か
な
り
濃
淡
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
私
が
、
奥
州
藤
原
氏
と
せ
ず
に
「
平
泉
藤
原
氏
」
と
呼
称
す
る
の
は
、
こ
う
し

た
濃
淡
差
に
基
づ
き
ま
す
。

「平泉セット」の分布図　＊八重樫前掲（2002）を加筆
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こ
う
し
た
平
泉
権
力
の
地
域
的
濃
淡
差
は
、頼
朝
が
奥
羽
に
侵
攻
し
た
「
奥
羽
合
戦
」
に
も
影
響
を
与
え
ま
す
。
な
お
、「
奥
州
合
戦
」

と
称
さ
れ
る
頼
朝
の
平
泉
攻
撃
は
出
羽
国
で
も
展
開
さ
れ
た
た
め
「
奥
羽
合
戦
」
と
呼
ん
で
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
経
過
は
、

七
月
十
九
日
、
頼
朝
が
鎌
倉
を
出
陣
す
る
と
、
同
月
二
十
九
日
に
は
白
河
関
を
越
え
、
さ
ら
に
八
月
八
日
の
阿
津
賀
志
山
の
戦
い
が
初

戦
と
な
り
ま
す
。
な
お
、『
吾
妻
鏡
』
は
同
日
条
に
「
石
那
坂
」
に
陣
し
た
信
夫
佐
藤
庄
司
（
継
信
・
忠
信
の
父
）
と
常
陸
念
西
（
伊

達
氏
の
祖
）
の
子
が
戦
っ
た
こ
と
が
載
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
石
那
坂
は
福
島
市
の
南
に
位
置
し
て
い
ま
す
か
ら
、
阿
津
賀
志
山
の

戦
い
に
先
ん
じ
て
石
那
坂
の
戦
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、『
吾
妻
鏡
』
の
誤
認
・
誤
記
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
八
月
二
十
二
日
に
頼
朝
軍
は
平
泉
到
着
、
九
月
三
日
、
藤
原
泰
衡
が
数
代
の
郎
従
河
田
次
郎
に
殺
害
さ
れ
、
泰
衡
の
首
級

は
頼
朝
の
元
へ
届
け
ら
れ
ま
す
が
、
頼
朝
は
さ
ら
に
進
撃
し
て
九
月
十
日
に
は
厨
川
柵
に
到
着
し
ま
す
。
頼
朝
が
鎌
倉
に
帰
着
し
た
の

は
十
月
二
十
四
日
で
し
た
。
頼
朝
の
平
泉
・
藤
原
氏
攻
撃
は
、
実
質
一
か
月
ほ
ど
で
終
わ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

そ
の
背
景
に
、
早
い
段
階
で
平
泉
藤
原
氏
を
滅
ぼ
す
た
め
の
準
備
を
進
め
て
い
た
頼
朝
の
軍
略
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

一
一
八
九
年
二
月
、
頼
朝
は
島
津
庄
地
頭
島
津
忠
久
に
対
し
「
島
津
庄
で
武
力
に
秀
で
た
人
た
ち
を
連
れ
て
、
七
月
十
日
ま
で
に
関
東

に
参
着
せ
よ
」
と
命
じ
て
い
ま
す
（「
島
津
家
文
書
」）。
ま
た
、
阿
津
賀
志
山
麓
に
は
平
泉
方
が
構
築
し
た
幅
十
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

二
重
堀
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
畠
山
重
忠
は
人
夫
八
十
人
に
鍬
や
鋤
を
あ
ら
か
じ
め
持
た
せ
、
堀
を
埋
め
戻
し
て
す
ぐ
に
攻

め
込
ん
だ
と
「
吾
妻
鏡
」
に
あ
り
ま
す
。
頼
朝
は
、
平
泉
方
の
迎
撃
態
勢
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
福
島
県
の
南
端
、
い
わ
き
市
は
勿
来
関
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
い
わ
き
市
の
飯
野
八
幡
宮
の
縁
起
に
は
、
一
一
八

六
（
文
治
二
）
年
七
月
十
日
に
飯
野
八
幡
宮
が
勧
請
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
（「
飯
野
文
書
」）。
飯
野
八
幡
宮
が
位
置
す
る
好
嶋
郷
は
、
後

に
庄
園
化
さ
れ
好
嶋
庄
に
な
り
、
頼
朝
が
支
配
す
る
関
東
御
領
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
文
治
二
年
と
い
う
早
い
段
階
で
、
石
清

水
八
幡
宮
（
本
社
）
か
ら
御
正
体
を
勧
請
で
き
た
の
も
、
あ
る
い
は
頼
朝
が
介
在
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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こ
れ
に
関
連
し
て
『
吾
妻
鏡
』
に
は
、「
奥
州
の
反
逆
に
対
し
、
軍
勢
を
遣
わ
せ
た
。
海
道
の
大
将
軍
は
千
葉
介
常
胤
、
山
道
は
比

企
藤
四
郎
能
員
。
と
こ
ろ
が
、
東
海
道
の
岩
崎
の
輩
は
、
常
胤
の
到
着
を
待
た
ず
に
先
駆
け
を
進
め
た
い
と
要
請
し
て
き
た
の
で
、
も

ち
ろ
ん
許
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。『
吾
妻
鏡
』
は
、
こ
れ
を
一
一
九
〇
（
建
久
元
）
年
正
月
八
日
の
こ
と
と
し
て
載
せ
て
い
ま
す
が
、

千
葉
介
常
胤
が
東
海
道
の
大
将
軍
と
し
て
平
泉
を
攻
撃
す
る
の
は
一
一
八
九
年
の
こ
と
で
す
か
ら
、『
吾
妻
鏡
』
の
誤
り
と
い
え
ま
す
。

頼
朝
の
進
攻
に
、
岩
崎
の
輩
は
頼
朝
軍
に
合
流
し
て
平
泉
を
攻
撃
す
る
側
に
付
い
た
の
で
あ
り
、
太
平
洋
岸
を
北
上
す
る
東
海
道
軍
は

容
易
に
奥
州
に
進
攻
で
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
『
吾
妻
鏡
』
一
一
八
八
（
文
治
四
）
年
三
月
十
七
日
条
に
は
、
陸
奥
白
河
領
（
福
島
県
白
河
市
）
は
藤
原
信
頼
が
知
行
し
、
の

ち
に
平
重
盛
が
知
行
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
平
家
が
滅
び
た
あ
と
、
頼
朝
が
勝
手
に
支
配
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
、「
ど
う
し

ま
し
ょ
う
か
」
な
ど
と
い
う
手
紙
を
後
白
河
院
に
送
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
白
河
領
を
頼
朝
が
支
配
し
て
し
ま
い
ま
す
。

前
掲
「
平
泉
セ
ッ
ト
の
分
布
図
」
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
南
か
ら
奥
羽
に
入
る
に
は
三
か
所
の
関
所
が
あ
り
ま
す
。
日
本
海
側
（
鶴

岡
市
）
の
鼠
ケ
関
、内
陸
部
の
白
河
関
、太
平
洋
岸
の
勿
来
関
（
い
わ
き
市
）
で
す
。
頼
朝
は
、こ
の
三
か
所
の
関
所
（
東
北
へ
の
出
入
口
）

の
う
ち
二
か
所
を
、
戦
い
が
始
ま
る
前
に
押
さ
え
て
い
た
わ
け
で
す
。

早
い
段
階
か
ら
準
備
を
進
め
て
い
た
頼
朝
の
、
全
国
の
武
士
と
源
氏
と
の
主
従
関
係
が
非
常
に
古
い
時
期
か
ら
存
在
し
、
そ
れ
が
頼

朝
の
時
代
ま
で
続
い
た
と
の
主
張
は
、
す
で
に
川
合
康
さ
ん
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
か
な
り
懐
疑
的
と
思
わ
れ
ま
す
（「
奥
州
合
戦

ノ
ー
ト
」『
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
』
二
〇
〇
四
・
校
倉
書
房
、
初
出
は
一
九
八
九
）。

た
と
え
ば
、
泰
衡
の
首
級
に
つ
い
て
『
吾
妻
鏡
』
に
は
、「
前
九
年
合
戦
の
故
事
に
倣
っ
て
、
泰
衡
の
首
を
切
っ
て
釘
で
額
を
穿
ち
、

さ
ら
し
物
に
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。
前
九
年
合
戦
で
は
、
安
倍
貞
任
が
厨
河
柵
（
岩
手
県
盛
岡
市
）
の
戦
い
で
敗
れ
て
殺
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
前
九
年
合
戦
の
基
本
史
料
『
陸
奥
話
記
』
に
は
、
貞
任
が
殺
さ
れ
た
と
き
、
釘
を
打
っ
て
晒
さ
れ
た
な
ど
の
記
載
は
あ
り
ま
せ
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ん
。
要
す
る
に
、
前
九
年
合
戦
の
で
き
ご
と
を
捏
造
し
、
源
家
と
の
主
従
関
係
の
譜
代
性
を
強
調
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
安
芸
国
の
葉
山
介
宗
頼
は
、
頼
朝
の
奥
州
下
向
に
従
軍
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
駿
河
国
で
既
に
進
発
し
た
こ
と
を
聞
き
、

そ
こ
か
ら
帰
国
し
た
。
そ
の
た
め
に
所
領
を
没
収
さ
れ
（『
吾
妻
鏡
』）、
あ
る
い
は
薩
摩
国
の
鹿
児
島
郡
郡
司
藤
内
康
友
は
、
頼
朝
の
奥

州
進
攻
へ
供
奉
し
た
の
で
所
領
を
安
堵
さ
れ
た
（『
薩
藩
旧
記
』）
よ
う
に
、
全
国
の
武
士
に
対
し
て
「
頼
朝
側
に
付
く
か
ど
う
か
」
の

最
終
判
断
を
迫
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
泉
に
攻
勢
を
か
け
る
頼
朝
に
対
し
、
後
白
河
院
の
具
体
的
な
行
動
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
ま
せ
ん
。
院
宣
や
宣
旨
を
送
っ
て
は
い

ま
す
が
、
情
報
が
容
易
に
届
か
ず
不
足
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
非
常
に
早
い
段
階
か
ら
平
泉
・
藤
原
氏
に
関
す
る
情
報

を
入
手
し
、
的
確
な
判
断
を
し
た
頼
朝
に
対
し
、
後
白
河
院
は
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

頼
朝
が
高
階
泰
経
に
送
っ
た
書
状
で
、
後
白
河
院
を
「
大
天
狗
」
と
称
し
た
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
り
ま
す
が
、
平
泉
攻
撃
の
動
き

を
見
て
み
る
と
、「
大
天
狗
は
頼
朝
自
身
で
は
な
い
の
か
」
と
思
い
た
く
も
あ
り
ま
す
。

全
て
の
資
料
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
分
か
り
に
く
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
が
、
一
枚
の
折
敷
墨
書
か
ら
多
く
の
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
現
在
も
進
め
ら
れ
て
い
る
「
平
泉
」
の
考
古
学
的
な
調
査
か
ら
は
、
新
た
な
遺
物
・
遺
構
が
こ
れ
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
り
、
平
泉
研
究
も
ま
た
進
行
中
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
新
し
い
説
が
展
開
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
野
口
実
さ
ん
を
介
し
て
発
信
さ
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
終
了
）

※
当
日
、
省
略
し
た
内
容
も
加
味
し
て
再
編
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
ま
す
。
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